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「無電柱化の推進に関する法律」 概要

 災害の防止、安全・円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化（※）の推進に関し、基本理念、
国の責務等、推進計画の策定等を定めることにより、施策を総合的・計画的・迅速に推進し、公共の福祉の確保、国民
生活の向上、国民経済の健全な発展に貢献

目的目的

  １．国民の理解と関心を深めつつ無電柱化を推進
  ２．国・地方公共団体・関係事業者の適切な役割分担
  ３．地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に貢献

基本理念基本理念

  １．国       :無電柱化に関する施策を策定・実施
  ２．地方公共団体   ：地域の状況に応じた施策を策定・実施
  ３．事業者         ：道路上の電柱・電線の設置抑制・撤去、 技術開発
  ４．国民       ：無電柱化への理解と関心を深め、施策に協力

国の責務等国の責務等

基本的な方針・期間・目標等を定めた無電柱化推進計画を策定・公表
（総務大臣・経済産業大臣等関係行政機関と協議、電気事業者・電気通
信事業者の意見を聴取）

無電柱化推進計画(国土交通大臣)無電柱化推進計画(国土交通大臣)

都道府県・市町村の無電柱化推進計画の策定・公表（努力義務）
（電気事業者・電気通信事業者の意見を聴取）

都道府県・市町村無電柱化推進計画都道府県・市町村無電柱化推進計画

１．広報活動・啓発活動

２．無電柱化の日（１１月１０日）

３．国・地方公共団体による必要な道路占用の禁止・制限
等の実施

４．道路事業や面開発事業等の実施の際、関係事業者は、
これらの事業の 状況を 踏まえつつ、道路上の電柱・
電線の新設の抑制、既存の電柱・ 電線の撤去を実施

５．無電柱化の推進のための調査研究、技術開発等の推
進、成果の普及

６．無電柱化工事の施工等のため国・地方公共団体・関係
事業者等は相互 に連携・協力

７．政府は必要な法制上、財政上又は税制上の措置その
他の措置を実施

無電柱化の推進に関する施策無電柱化の推進に関する施策

※ 無電柱化の費用の負担の在り方等について規定（附則2項）

（※） 電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱又は電線（電柱によって支持されるものに限る。以下同じ。）の道路上における設置を抑制
し、及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう

※ 公布・施行：平成２８年１２月１６日（附則１項）

（１条）

（２条）

（３～６条）

（７条）

（8条）

（９～１５条）

平成２８年１２月９日成立
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無電柱化推進計画（R3～R7) 概要 （1/2）

第１ 無電柱化の推進に関する基本的な方針第１ 無電柱化の推進に関する基本的な方針

１．取組姿勢

• 新設電柱を増やさない
 特に緊急輸送道路については電柱を減少させる
• 徹底したコスト縮減を推進し、限られた予算で無
電柱化の実施延長を延ばす

• 事業の更なるスピードアップを図る

２．適切な役割分担による無電柱化の推進
①防災・強靱化目的
・市街地の緊急輸送道路など道路の閉塞防止を目的と
する区間は道路管理者が主体的に実施

・長期停電や通信障害の防止や、電線共同溝方式が困
難な区間は電線管理者が主体的に実施

・上記の重複は道路管理者、電線管理者が連携し実施

②交通安全、景観形成・観光振興目的
・安全・円滑な交通確保を目的とする区間、景観形
成・観光振興を目的とする区間は道路管理者、地方
公共団体等が主体的に実施

道路事業や市街地開発事業等が実施される場合は、
道路管理者、電線管理者、市街地開発事業等の施行者
及び開発事業者が連携して実施

２０２１年度から２０２５年度までの５年間

第２ 無電柱化推進計画の期間第２ 無電柱化推進計画の期間

第３ 無電柱化の推進に関する目標第３ 無電柱化の推進に関する目標

<進捗・達成状況を確認する指標>

１．無電柱化の対象道路
•防災 ： 市街地の緊急輸送道路、長期停電や通信障害の防
止の観点で必要な区間 等

• 安全・円滑な交通確保 ： バリアフリー法に基づく特定道
路、通学路、歩行者利便増進道路 等

• 景観形成・観光振興 ： 世界遺産周辺、重要伝統的建造物
群保存地区 等

３．無電柱化の手法
・電線共同溝方式、自治体管路方式、要請者負担方式、
単独地中化方式、軒下配線、裏配線

２．計画目標・指標
高い目標を掲げた前計画を継承

①防災
・電柱倒壊リスクがある市街地等の緊急輸送道路の無電柱化着手率

   ３８％→５２％

②安全・円滑な交通確保

・特定道路における無電柱化着手率    ３１％→３８％

③景観形成・観光振興

・世界文化遺産周辺の無電柱化着手地区数   ３７→４６地区
・重要伝統的建造物群保存地区の無電柱化着手地区数 ５６→６７地区
・歴史まちづくり法重点地区の無電柱化着手地区数 ４６→５８地区

目標を達成するため、「防災・減災、国土強靱化のための加速

化対策」で着手する約2,400kmも含め、新たに4,000ｋｍの

無電柱化が必要
そのほか、電線管理者（長期停電や通信障害の防止の観点）
や開発事業者による無電柱化あり

４．まちづくり等における無電柱化
・まちづくり等の計画においても無電柱化を位置づけ、地
域の賑わいを創出するような道路空間の整備を推進

・無電柱化を実施する機会を捉え、舗装、照明等のデ
ザインの刷新や自転車通行空間の確保など道路空間
のリデザインを推進

令和３年５月２５日
国土交通大臣決定
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第４ 無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策第４ 無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

１．緊急輸送道路の電柱を減少
・防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策により無電柱化を推進
・既設電柱については、電線共同溝事業予定区間や電柱倒壊による道路閉塞の影響が大きい区間など
優先順位を決めて、早期に占用制限を開始

・沿道区域において倒壊による道路閉塞の可能性がある工作物を設置する際の届出・勧告制度について、
関係者が連携して道路閉塞防止を実施 等

２．新設電柱の抑制
・道路事業や市街地開発事業等の実施に際し、電柱新設の原則禁止の徹底
・事業認可や開発許可の事前相談時などを捉え、施行者及び開発事業者等による無電柱化検討を徹底
・新設電柱の増加要因を調査・分析を行い、削減に向けた対応方策を令和3年度中にとりまとめ 等

３．コスト縮減の推進
・地方公共団体への普及を図るなどコスト縮減の取組を進め令和7年度までに平均して約２割のコスト縮減を目標
・設計要領や仕様書、積算基準等に盛り込んで標準化を図り、地方公共団体へ普及促進
・配電機材の仕様統一や通信に係る特殊部の設置間隔の延伸化など電線管理者による主体的な技術開発の促進
・地域の状況に応じて安価で簡便な構造・手法を採用 等

４．事業のスピードアップ
・発注方式の工夫など事業のスピードアップを図り、交通量が多いなど特殊な現場条件を除き事業期間半減
（平均４年）を目標（現在は平均７年） 等

５．占用制限の的確な運用 
・新設電柱の占用制限制度の拡大や既設電柱の占用制限の早期開始 等

６．財政的措置
・新たな託送料金制度の運用にあたり必要な無電柱化が確実に実施されるよう、関係省庁が連携して対応 等

７．メンテナンス・点検及び維持管理 
・国は、電線共同溝の点検方法等について統一的な手法を示し地方公共団体も含めて適切な維持管理を図る 等

８．関係者間の連携の強化 
・ガスや上下水道など他の地下埋設物と計画段階から路上工事占用調整会議等を活用し工程等を調整 等

第５ 施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項第５ 施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項

１．広報・啓発活動 ２．地方公共団体への技術的支援 ３．中長期的な取組

※2,400km

※踏切道改良促進法等の一部を改正する法律（令和3年3月31日成立）

無電柱化推進計画（R3～R7) 概要 （2/2）
令和３年５月２５日
国土交通大臣決定
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無電柱化の進捗状況

○ 令和７年度末までに、約１万kmの管路整備が完了。
○ 現行計画の期間内（R2末～R7末)では令和７年度末までの５年間で約631kmの管路整

備が完了したほか、約3,700kmで計画協議に着手済み。  

5

R7.10時点
（R7末見込）

第５回無電柱化推進の
あり方検討委員会資料



推進計画期間内(R3～R7)の管路整備延長

○ 現行計画では、「防災」「安全・円滑な交通確保」「景観形成・観光振興」を目的に、それ
ぞれ重点対象を定め整備を推進しており、令和７年度末までの５年間で６３１kmの管路
整備が完了。

防災
市街地内の緊急輸送道路

安全・円滑な交通確保
特定道路

景観形成・観光振興
世界文化遺産周辺

重要伝統的建築物群保存地区
歴史まちづくり法重点地区

３３２km ※１ ６６km※２ ４４㎞※３

１ ３

R３～R７年度末 管路整備の完了延長 ６３１ｋｍ

・事業箇所  ：広島県竹原市

・路線名     ：一般国道185号

・道路延長  ：０．５ｋｍ

・事業箇所  ：北海道札幌市

・路線名     ：主要道道 札幌環状線

・道路延長  ：１．３７ｋｍ

・事業箇所  ：岐阜県高山市上一之町

・路線名     ：市道上一之町花里線

・道路延長  ：０．６６ｋｍ

※1 「２．安全・円滑な交通確保」及び「３．景観形成・観光振興」目的と一体的に行った事業の59㎞を含む。
※2 「１．防災」及び「３．景観形成・観光振興」目的と一体的に行った事業の50㎞を含む。
※3 「１．防災」及び「２．安全・円滑な交通確保」目的と一体的に行った事業の16㎞を含む。

その他の道路
市街地外の

緊急輸送道路、等

２５１km

重点整備 ３７９ km

２
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R7.10時点
（R7末見込）

第５回無電柱化推進の
あり方検討委員会資料



無電柱化推進計画（R3～R7）の指標の進捗状況

○ 現行計画では進捗状況を確認する指標として、「防災」、「安全・円滑」、「景観形成・観
光振興」について、工事着手ベースで目標を設定

上段：工事着手ベース 下段：計画協議着手ベース

目標値
R7年度末

実績値
R7年度末見込み

初期値

R1年度末：防災、交安

R2年度末：観光・景観

防災 52％ 48％
（63％）

38％
（43％）

安全・円滑 38％ 34％
（50％）

31％
（43％）

景
観
・観
光

世界文化遺産 46地区 44地区
（49地区）

37地区
(47地区）

重要伝統的建造物
群保存地区 67地区 60地区

（69地区）

56地区
（67地区）

歴史まちづくり法
重点地区 58地区 58地区

（67地区）

46地区
（65地区）

7R7.10時点



265,000

270,000

275,000

280,000

285,000

290,000

295,000

H２６．４ H２７．４ H２８．４ H２９．４ H３０．４ H３１．４ R２．４ R３．４ R４．４ R５．４ R６．４ R７．４

直轄国道における電柱の増減状況

○ 緊急輸送道路である「直轄国道」では、平成２８年の新設電柱の占用制限の導入以降、

年平均1,700本の電柱が減少し、ピーク時に比べて約15,000本の電柱が減少している。

▲2,060本

▲1,449本

▲1,234本

▲1,463本

▲915本

▲1,174本

＋7,176本

＋19本

▲1,900本

▲3,736本

▲941本

0
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緊急輸送道路の
占用制限導入

▲14,872本直
轄
国
道
に
お
け
る
電
柱
本
数



電柱なし

37%

無電柱化完了

2%

工事中

1%

電柱あり

（道路区域内）

36%

電柱あり

（沿道民地）

24%

緊急輸送道路
（全体）

106,311km

電柱なし

25%

無電柱化完了

10%

工事中

4%

電柱あり

（道路区域内）

44%

電柱あり

（沿道民地）

17%

緊急輸送道路
（市街地）
21,826km

緊急輸送道路における無電柱化の状況

○ 緊急輸送道路を中心に無電柱化を進めているが、全体で約６１％、市街地で約６５％
の区間で電柱が立地しており、工事中区間は市街地においても４％に過ぎない。

電柱あり
61％

電柱あり
65％
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R7.4時点

第１回無電柱化推進の
あり方検討委員会資料



緊急輸送道路における無電柱化の進捗状況

（ ）はもともと電柱がない高速道路を除いた場合

【緊急輸送道路における電柱がない区間の割合】

○ 電柱倒壊による道路閉塞リスクの影響が大きい市街地等の緊急輸送道路において重点的に工事に着手。

○ その結果、令和3年度から令和6年度までに、緊急輸送道路等では、新たに1,094ｋｍに工事着手したが、管路
整備が完了したのは397ｋｍ。

○ 無電柱化が進んでいる市街地の第１次緊急輸送道路に絞っても、電柱のない区間の割合は４７％に過ぎない。

○ 効果の早期発揮を図るためには、優先順位を明確にして、管路整備を進めていく必要。

道路種別 市街地 市街地外

第１次緊急輸送道路
５９，６７８㎞

４７％
（３８％）

５２％
（３５％）

第２次緊急輸送道路
３９，６３９㎞

２０％
（２０％）

２８％
（２７％）

第３次緊急輸送道路
６，９９４㎞

１４％
（１４％）

２５％
（２５％）
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第２回無電柱化推進の
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能登半島地震での電柱倒壊による道路閉塞

○ 能登半島地震では、約３，４８０本の電柱倒壊などにより道路閉塞が発生した一方、輪島市をはじ
め８市町で無電柱化を実施した約２０ｋｍの区間では、 発災直後から救助・復旧活動を行う車両
通行が可能となった。

○ 電柱・電線撤去作業は、道路管理者（土木業者）では対応できないため、電線管理者の協力が必
要不可欠であり、電線管理者の作業（感電防止措置、電線切断、電柱撤去など）待ちが発生。

石川県輪島市 国道２４９号 石川県穴水町 県道３０３号石川県輪島市 広域農道
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第１回無電柱化推進の
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災害時の電柱倒壊による道路閉塞のリスク

○ 気候変動に伴う災害の頻発化・激甚化、切迫する巨大地震への対応するため、改正道路法に
基づく道路啓開の枠組みを踏まえ、道路啓開の観点からの無電柱化整備の優先順位の具体化
する必要。

【主な災害と電柱の倒壊状況】
※倒壊のほか折損・傾斜含む

12
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道路啓開時の倒壊電柱の撤去の迅速化

○ 災害時には、道路啓開の観点および電力設備復旧等の観点から、道路管理者および電線管理者がともに、
がれきの処理や電力設備の処理の観点から、現場で倒壊電柱の撤去の対応が必要。

○ 役割分担や費用負担を明確にし、電線管理者との協定締結を促進するなど、迅速な電柱撤去に向けた取り
組みが必要。

電力会社道路管理者事象段階

道路啓開作業

災害発生
①倒壊電柱の現地確認

②現地にて倒壊電柱の状況確認

⑦道路啓開作業

電柱の倒壊

⑥電柱の撤去（電力会社が重機を用意）

③電力停止の確認

⑤電線の切断

⑥電柱の撤去

協定なし

④感電防止措置（アース取付作業）

【電柱撤去の様子】

【電力会社に倒壊電柱の処置を要請】

要請

協定あり

【道路啓開作業】

13

第４回無電柱化推進の
あり方検討委員会資料



○ 令和7年に道路法の改正により法定化された「道路啓開計画」では、緊急輸送道路の無電柱化や倒壊電柱の

撤去訓練 などについても反映。

能登半島地震等を受けた「道路啓開」の重要性の認識

（人命救助、ライフラインの早期復旧、孤立集落への交通確保）

道路啓開計画の策定 及び 記載内容の明確化

① 管理区分を超えた啓開作業 ② 実践的な啓開訓練 ③ 定期的な計画見直し

激甚化・頻発化する

自然災害への対応強化

これまでの全国の

啓開実績の反映

道路啓開の実効性の向上

事前に協議した対象路

線に対し、当該道路管

理者以外の者が円滑

に作業できるよう措置

啓開作業
写真

多くの関係者の協力の

もとで車両・ガレキ移動、

倒壊電柱除却などの訓

練を実施
訓練写真

策定後の災害対応の

実績や、地域の災害

想定の見直し等を踏

まえて計画を見直し

対象災害、啓開目標、対象路線・区間、啓開方法、資材・機械の

備蓄・調達、訓練、情報の収集・伝達方法 等

→ 法定協議会（道路管理者＋関係機関）を経て決定

会議風景
写真

■令和６年能登半島地震における道路啓開

改正概要

背景・必要性

＜初動対応の強化＞ ※道路啓開：土砂・瓦礫等、自然災害に伴う道路上の障害物除去

改正道路法における道路啓開の枠組み

14



国土強靱化実施中期計画における無電柱化の取り組み

15

令和7年6月6日閣議決定
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電柱なし区間

20%

無電柱化済区間

（管路整備）

20%
無電柱化中区間

（事業中）

20%

電柱あり（道路区域内）

25%

電柱あり（道路区域外）

15%

優先整備区間における無電柱化の推進

○ 高速道路ICと県庁などの主要拠点を結ぶルートなど道路啓開を踏まえた優先整備区間で無電
柱化を重点的に進める。

○ あわせて、国土強靱化実施中期計画に基づき、市街地の第一次緊急輸送道路の無電柱化も推
進する。

【優先整備区間の無電柱化の状況】

優先整備区間
（管路延長）

約7,500㎞

【優先整備区間と市街地等の緊急輸送道路のイメージ】

16
－ －
－ －
－ －
－ －

市街地

県庁
（主要拠点）病院

（主要拠点）

IC

優先整備区間

沿道区域
届出勧告制度

凡例

更新

：優先整備区間

：高速道路

：電柱あり（沿道区域）

：電線共同溝（未事業化）

：無電柱化済み

：電線共同溝（事業中）

：市街地

約4,700km
R7.10時点



○ 令和３年６月に千葉県八街市で発生した小学生５名が死傷する交通事故を受け、全国の小学校の通学
路を対象とした合同点検を実施し、令和7年3月までに対策を実施済。

○ 通学路を含めた生活道路においては、最高速度30km/hの区域規制と物理的デバイスとの適切な組合
せにより交通安全の向上を図ろうと する区域を「ゾーン30プラス」として設定（令和6年度末：263地区）し、世代
別の事故特性を踏まえ、データや新技術を活用し、生活道路の面的対策を更に強化。。

ゾーン３０プラスの概要

進入抑制対策

速度抑制対策

最高速度３０ｋｍ/hの
区域規制等（ゾーン３０）

＜警察による交通規制＞ 

狭さく

ライジングボラード

 ＜道路管理者による物理的デバイスの設置＞

クランク

ハンプ

●進入抑制対策

●速度抑制対策

スムーズ横断歩道

スラローム

【 ゾーン30プラスの概要 】

17
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【歩行者（児童）の軌跡】

○ 児童等の歩行軌跡を調査したところ、電柱を避けて歩くことにより、電柱の前後約１０ｍにわたり、歩行空間
が約１ｍ狭められていることが分かった。

○ そのため、歩道が狭い道路や歩道がない道路では、児童が電柱を避けて車道にはみ出して歩くことととなり、
事故の危険性が高くなる。

電柱に起因する通学路の安全上の課題①

【電柱を避けて通行する様子】

※X. Jia, C. Feliciani, D. Yanagisawa, and K. Nishinari, “Experimental study on the evading behaviour of 

single pedestrians encountering an obstacle,” in *Proc. 9th Int. Conf. on Pedestrian and Evacuation 

Dynamics (PED2018)*, Lund, Sweden, Aug. 2018, pp. 77–84.

回避行動開始地点 回避行動終了地点
障害物

0.4m

進行方向

4.4m 4.8m

障害物の回避行動に関する実験的研究※によると、歩行者は障害物の
サイズに関係なく、障害物の縁から0.4m離れた位置を通過し、障害物
の4.4m手前から回避行動を開始し、4.8mかけて元の歩行線上に戻る。

18

電柱

10m

1m

電柱

0m 10m 20m 30m 40m 50m 60m

民地境界

路
肩

車
道
部

R7.10月調査
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電柱に起因する通学路の安全上の課題②

○ 歩道のない通学路において、ETC2.0プローブデータを用いて車両の挙動を分析したところ、電柱付近で車両
の急ブレーキ挙動が見られており、電柱を避けて歩く児童と車両による交通事故の危険性が懸念される。

佐山小学校

京都府久御山町珠城地区（ゾーン３０プラス）

写真①

第
二
京
阪
道
路

【凡 例】
急減速挙動

 ※前後加速度0.3G以上

電柱位置
通学路
ゾーン３０プラス

【拡大図】

写真①

〔データ〕ETC2.0プローブデータ 令和6年3月～9月 6:00～10:00（単路部及び通学路）

19
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電柱なし区間
（28％）

電柱あり区間（72％）

無電柱化区間
（１％）

歩道なし
（36％）

幅員2m以下
（21％）

幅員2m以上
（14％）

歩道あり

通学路における無電柱化の状況

○ ゾーン３０プラス（全国で２６３箇所）の区域内にある通学路の電柱の立地状況を調査したところ、
約７割の区間で電柱が立地。

○ そのうちの約８割は歩道が狭い、あるいは歩道がない通学路となっており、歩行空間の安全性向上
のため、重点的に無電柱化を進めていく必要がある。

電柱撤去により歩行空間の安全性が向上する区間
（57％）

ゾーン３０プラス区域内の通学路（計280km）

20
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電柱に起因する特定道路の安全上の課題

○ 車椅子が安全にすれ違うには幅員２ｍ以上の歩行空間を確保する必要があるが、歩道幅員が２ｍあっても
電柱がある場合には、有効幅員が狭くなり、円滑な移動の妨げになっている。

• ベビーカーを押している時、歩行者と対面し電柱が邪魔して進め
ませんでした。電柱一本でも歩道はずいぶん狭くなります。（出典①）

• 電柱により、お年寄りが車道にはみ出し、非常に危険な思いをし
た事がある。（出典②）

• 歩道に電柱があり、傘をさして歩道を歩けない。（出典②）

• 狭い道路、狭い歩道に電柱が数多くあり、車椅子利用者のみなら
ず、健常者をも危険にさらしています。（出典③）

出典：①件名「多摩市無電柱化推進 計画（素案）のパブリックコメント」、令和2年4月、②佐野市バリアフリー基本構想、参考資料、平成29年3月、
③平成26年 ユニバーサルデザイン推進計画（第２期）素案のパブリックコメント結果

【お年寄りや障害者等の声】

【歩行者の通行阻害】

【車椅子を避けて車道へはみ出す歩行者】

【歩行者と車椅子のすれ違い阻害】

21
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特定道路における無電柱化の状況

○ 特定道路におけるバリアフリーの対策が行われていない区間のうち、約４４％に電柱が建っており、歩行空
間を狭めている。

○ このうち、約１４％の区間では電柱の撤去により、車椅子がすれ違うことの出来る幅員２ｍを確保出来る区
間となっており、これらの区間を重点的に整備する。

○ また、その他の区間についても歩道整備等と合わせて無電柱化に取り組み、安全な歩行空間の確保に努
める。

【電柱撤去により幅員2.0m以上を確保できる事例】

歩道幅員

2m以上, 6%

歩道幅員

2m未満, 

22%

歩道なし, 

15%

電柱なし, 

56%

バリアフリー
未対策

約1,230km

電柱あり
44%

【バリアフリー未対策区間の電柱の設置状況】

（約14％）
※

（約51％）

（約35％）

（ ）は電柱あり区間に対する割合

22
R7.10時点
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無電柱化推進計画策定自治体数（都道府県除く） R８.３末時点

地方版無電柱化推進計画の策定状況①

○４７都道府県は、全て無電柱化推進計画を策定済み。
○３０８市区町村で、無電柱化推進計画を策定済み。
○R2年度末の９４市区町村（都道府県は策定済）からＲ７年度までに２１４市区町村

が新たに策定。

23



自治体数 策定済 未策定

全国 1,741
308

（18%）

1,433

（82%）

〇市区町村における無電柱化推進計画の策定状況

地方版無電柱化推進計画の策定状況②

令和8年3末時点

24

〇都道府県における無電柱化推進計画の記載内容

⚫ 目的別（防災・安全・観光）KPIを設定した
都道府県は、約３割にとどまる。

KPIの設定有無

32％

68％

安全・円滑

なし

あり

34％

66％

防災

なし

あり
30％

70％

観光・景観

なし

あり
開
始
年
度

終了年度
R5  R6   R7   R8  R9  R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16       R21 R22

H30 

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

H29

計画期間

⚫ 計画期間は約４割の都道府県が国と同じ期間
（R3～R7）であるが、その他は期間にバラツキがある。

凡例
（計画数）

18
（国と同じ）

3～5

1～2

⚫ 自治体向けの講習会等を実施し、地方版推進計画の策定を働きかけることにより、R１２年度末
に自治体の策定率を約３割にすることを目指す。

⚫ 都道府県の無電柱化推進計画については、今後、地方版推進計画のひな形を作成・展開する
ことにより、国の計画と整合を図っていく。

Ｎ=47
Ｎ=47
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一般送配電事業者が、規制期間（5か年）ごとに、事業計画を策定し、収入上限の承認を受け

る制度。当該事業計画の中で、国交省が策定する無電柱化推進計画を踏まえた無電柱化の工事

計画が策定され、無電柱化費用も計上されている。

2021年11月24日 料金制度専門会合 託送料金制度（レベニューキャップ制度）中間とりまとめ詳細参考資料

レベニューキャップ制度の概要



レベニューキャップ制度による無電柱化の目標

R7.8.6 第2回無電柱化推進のあり方検討委員会
資源エネルギー庁提供資料
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コスト縮減技術の活用状況

◯ 令和２年度以降の新規事業着手した１，３８０箇所を対象にコスト縮減技術の活用状況を調査。

◯ 直轄事業は８３％、補助事業は４９％でコスト縮減技術を活用。浅層埋設、低コスト管路材の活用事
例が多く、概ね１割程度のコスト縮減となっている事例が多い。（設計上は２割程度のコスト縮減が可能）

【新規事業化時のコスト縮減技術の活用状況】 【活用されたコスト縮減技術の内訳】

136 箇所

83%

27 箇所

17%

活用
非活用

591箇所

49%
626箇所

51%
活用
非活用

直轄 補助 直轄 補助

特殊部の
コンパクト化

１０％

低コスト管材
５１％

浅層埋設
３９％

特殊部の
コンパクト化

７％

浅層埋設
４６％

低コスト管材
４６％

小型ボックス１％

27

R7.3末時点

通信
ケーブル

電力
ケーブル

≪小型ボックス活用埋設≫

ＦＥＰ管のイメージ 東京都無電柱化計画より引用

≪低コスト管材≫

【従来手法】 【浅層埋設】

（電力線） （通信線）

（管路）

（電力線） （通信線）

（管路）

水道管 水道管

掘削土量
の削減

管路部

【浅層埋設】

水道管

【従来手法】

（電力） （通信）

移設

水道管

掘削土量
の削減支障移設

の減少

特殊部

特殊部
の小型化

（電力）

（通信）

【従来手法】 【浅層埋設】

（電力線） （通信線）

（管路）

（電力線） （通信線）

（管路）

水道管 水道管

掘削土量
の削減

管路部

【浅層埋設】

水道管

【従来手法】

（電力） （通信）

移設

水道管

掘削土量
の削減支障移設

の減少

特殊部

特殊部
の小型化

（電力）

（通信）

移設 掘削土量
の削減

支障移設
の減少

浅層埋設従来工法

≪管路の浅層埋設≫ 

【 コ ス ト 縮 減 技 術 】

第１回無電柱化推進の
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縮小化 縮小化縮小化

縮小化 縮小化

コスト縮減方策の例

○ 低コスト技術の現場での適用を一層推進してくため、最新の技術・工法をとりまとめた
「無電柱化コスト縮減の手引き（令和６年３月）」を策定し、道路管理者へ周知。

昼間施工・常設作業帯

トレンチャーの活用

レーザー地中探査

下水道管路を
移設して回避！

不明管

MT

TO
TM

S

FA

余

MT

EH1 PME

EH2

EL

【昼間施工時】

植樹帯
(W=約2.0m) 車道

官民境界

路肩

工事箇所（W=約4.5m）

昼間
歩行者
通行帯

（W=約1.5m）

現況歩道 （W=約3.0m）

MT

TO
TM

S

FA

余

MT

EH1 PME

EH2
EL

【夜間解放時】

路肩 車道

官民境界

常設作業帯
（W=約2.0m）夜間歩行者通行帯（W=約3.0m）

【夜間開放時】

歩行者通行

歩行者

トレンチャー

28

特殊部の共有化・コンパクト化

〇特殊部において、電力・通信が個別に
配置する マンホールを一体化

〇一定の深さと幅で連続掘削が可能

地中探査技術の活用

○レーダー地中探査により地下埋設物を
可視化し、施工時の手戻り等を防ぐ

通信 電力

一体化

電力地上機器

電力地上機器

通信・電力

【昼間施工】

【夜間施工】

○夜間に比べ日当り施工量が大きく、掘削箇所の日々復旧も
不要。

地下情報の３D化

迂回配線・屋側配線

【屋側配線の状況】

屋側配線

〇電線類を軒下・壁面に設置

表通りの配線

裏通りに移設

メイン通りを
無電柱化

〇無電柱化する道路から
迂回させて配線

第１回無電柱化推進の
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側溝内の壁面にラックを取付け、管路を敷設するともに

容易に開閉できない蓋を設置排水側溝

竹原シェアハウス

ケーブル保持ラック

モデル区間
L＝０．２ｋｍ

凡例
：電力
：通信
：収容予定

竹原シェアハウス

維持管理が
しやすいように
作業空間を確保

側溝内へ収容

〔検討状況〕
（新潟県 十日町市）

さや管へケーブル
（低圧・通信）収容

○モデル地区における設計、工事を進め、さや管の防水性や耐力、ケーブルの電圧階級など、
設計・施工上の課題などを整理し、対応を検討する。

○得られた知見をもとに、排水側溝を活用するにあたってのポイントをまとめた手引きを作成していく。

《 モデル地区 新潟県十日町市 》

〔現地状況〕

高圧敷設（イメージ）

※高圧を入れ
る場合は側溝
横へ埋設

防犯面に配慮した
コンクリート蓋

※詳細設計中のため構造が変更となる場合がある。

新たなコスト縮減の取組（排水側溝）

29

第３回無電柱化推進の
あり方検討委員会資料



新たなコスト縮減の取組（地上配線）

資源エネルギー庁提供資料

【候補箇所】

30
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◆完全地中化

東山ひがし茶屋街【重要伝統的建造物群保存地区】

◆既存ストック活用

桜坂・犀川左岸桜橋詰め
さくらざかさいがわ さくらばし

ひがしやま

柱状分岐器

照明灯

ひがしやまきまち

東山木町通り【重要伝統的建造物群保存地区】

◆ソフト地中化 ◆屋側配線

主計町 【重要伝統的建造物群保存地区】

かずえまち

多様な整備手法の活用（石川県金沢市）

ライフライン等の空きスペース(流雪溝や
通信管路など)を活用して電線類等を
入線する方法

電力・通信の幹線ケーブルを地中化し、
変圧器等の機器を地上に設置する方法

電線類（高圧線を除く）の一部を軒下や壁面に設置する方法
電力等の附属機器は別途、地上型もしくは柱状型により設置する

低圧分岐機器の一部を照明柱に埋め込む、
または照明柱に開閉器・変圧器を添架する方法

※周辺の環境整備費用等の関連費用も含む 31
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ピンポイント対策イメージ①

【対策方法】 部分的に地中化し、支障となる電柱を撤去

＜迂回配線・屋側配線＞＜部分地中化＞
【対策方法】 電線の裏通り等への迂回や建物壁面等へ

配線し、電柱を撤去

：既設電柱 ：架空電線 ：迂回配線 ：屋側配線：既設電柱 ：架空電線 ：地中電線

○ 幅員が狭い道路が多いため、電柱を地中化するための埋設空間や地上機器の設置場所の確保が課
題となっている。

○ 例えば、交差点や横断歩道の電柱など安全上の課題が特に大きい箇所では、現地の状況にあわせて
迂回配線、屋側配線のほか、排水側溝の活用などにより、ピンポイントで電柱を撤去する取組を進めて
いくことが考えられる。

支障となる電柱支障となる電柱

滞留・通行空間の確保
視距の改善

支障となる電柱支障となる電柱

滞留・通行空間の確保
視距の改善

32
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＜排水側溝を活用した部分地中化のイメージ＞＜ピンポイント対策の実施イメージ＞

ピンポイント対策イメージ②

【対策方法】 道路の排水側溝内への既設電線の移設等により、部分的
に地中化

電柱により車道へはみ出す恐れがある歩道

路肩の電柱により通行車両と通学児童が交錯

架空電線を既設側溝に移設し
支障となる電柱を撤去

架空電線を既設側溝に移設し、
支障となる電柱を撤去

既設の道路側溝へ電線を移設

既設電線

既設電線

既設側溝

既設電柱

既設側溝

既設の道路側溝へ

電線を収容

ケーブル収容イメージ

【既設側溝活用による無電柱化】

排水側溝を活用した無電柱化について、全国のモデル地区（10地区）で検証中

33
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宅地開発用設備設計マニュアルの策定について（モデル事業より抽出された課題への対応）

○ 地中化設備の道路管理者への移管協議にあたり、主に幹線道路を想定した電線共同溝整備マニュアル

（各地方整備局が作成）に準じた構造を求められることがある。

○ 幹線における電線共同溝整備にあたっては、将来需要も見込んだ設備とすることが基本だが、

宅地開発に当たっては、当面の周辺需要の想定が可能であり、小規模な住宅開発等に伴う開発道路に

おいては、幹線よりも設備のコンパクト化が可能な場合も多い。

⇒道路管理者に地中化設備を移管する場合に、可能な限りコスト削減できるよう、宅地開発用の設備設計

マニュアルを策定予定。

宅地開発における低コスト化の課題と対応

＜分岐桝コンパクト化イメージ＞

電線共同溝整備マニュアルに準じた分岐桝 宅地開発で活用可能な分岐桝

正面図 側面図

内
側
空
間
高
さ

  
  
 

＝
1
8
0
0
m

m

内側空間幅     
＝

3000mm

内側空間奥行き     
＝900mm

正面図 側面図

内
側
空
間
高
さ

  
  
 

＝
1
5
0
0
m

m

内側空間幅     
＝

1200mm

内側空間幅     
＝600mm
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【学校敷地を活用して地上機器を設置した事例】

地上機器のコンパクト化・設置場所の工夫事例

○ 地上機器や特殊部について、コンパクト化の技術開発を進めるほか、学校の敷地や民地を活用
するなど設置場所の工夫も進めて行く必要がある。

【地上機器のコンパクト化事例】

【公園敷地を活用して地上機器を設置した事例】

公共用地

公園内

調布市

地上機器のコンパクト化事例
（高さ1,450mm ⇒ 800mm）

学校内1,450mm

800mm

35
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包括委託等の実施状況

○ 事業のスピードアップや民間の技術力の活用を図るため設計から施工までを一体的に

 発注する包括委託方式やＰＦＩ方式の活用を推進。

○ R７年度まで、包括委託等２３３件を契約（予定含む）。また、包括委託を活用しやすくす

るためＲ７年度より国庫債務負担行為の年限を３か年から５か年に拡大。

＜包括委託方式＞

○設計・施工や関係者調整等を一体的に実施する包括
委託等による事業のスピードアップを目指す

技術力のある電線管理者
等に関係者調整を含め
一体的に委託

道路管理者が中心となり
関係調整を行いながら
事業実施

36
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■電柱未撤去の経過年数
（R6年度末時点）

◯ 道路管理者が管路整備後、電線管理者により入線・電柱撤去作業を実施するが、関係者間の調整、合意
形成が難航しており、電柱撤去までに時間を要する事例がある。

◯ 道路管理者・電線管理者が協力し、早期の電柱撤去を進めるとともに、電柱撤去の迅速化に向けた取り
組みが必要。

■入線・電柱撤去の流れ

管路整備
（道路管理者）

地上機器設置
（電線管理者）

入線
（電線管理者）

電柱撤去
（電線管理者）

管路整備後の電柱未撤去の状況

１～３年

 52%

４年～６年  

11%

７～９年

10%

１０年以

上27% 電柱
未撤去本数
約5,800本

北海道

0.7% 東北

0.4%

関東

17.5% 中部

0.9%

近畿

63.5%

中国

4.2%

九州

1.6%
沖縄

11.3%

4年以上
未撤去電柱
約2,800本

管路整備後4年以上
未撤去電柱の地域別本数

※グラフに示す地域ブロック毎の未撤去本数には、
 地方整備局管内の地方自治体の本数も含む。

※北陸と四国は未撤去がない経過4年以上約2,800本

37
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○事業化段階の地元調整において、引込管（引込設備）の具体的な設置位置等に関して、
地権者への説明が済んでいないために、引込管（引込設備）の設置の段階で地権者から
反対され、電柱撤去ができない状況が長引くことがある。

管路整備後の電柱撤去の課題

事業化

詳細設計（地元調整）

本体管路整備

引込管（引込設備）設置

入線

電柱撤去

【電柱撤去までのフロー】

道路管理者施工

電線管理者施工

特殊部設置

※民地部の引込管（引込設備）

【引込管等設置イメージ図】

本体管路部

引込部

特殊部

分岐部

38

第３回無電柱化推進の
あり方検討委員会資料



電柱撤去が進まない主な理由

沿道需要者と合意形成が不十分（引込管等の設置・調整が難航）

  電線や通信線等の地中化により沿道民地側の引込み設備を設置する必要があるが、設置場所や敷地内
の工事などについて理解が得られない

参 考 資 料
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管路整備後の電柱撤去の迅速化に向けた検討の方向性

○電柱撤去の迅速化に向けて明らかとなった課題を踏まえ、以下の取組により速やかな電柱撤去を
進める。

➢ 電柱撤去を考慮した「工事ロットの設定ガイド」の作成
➢ 「合意形成の進め方ガイド（案）」に電柱撤去の円滑化に関する観点を追記
➢ 事業化段階での既設占用制限の適用
➢ 本体管と引込管の同時施工などの工程の見直し 等

電線共同溝合同調整会議等を活
用した関係者との調整

速やかな電柱撤去

【電柱撤去の迅速化に向けたプロセスの改善】

工事ロットの事前調整

本体管完成後１年程度で電柱撤去

「本体管」と「連携・引込管」
の同時施工

本体管と連携・引込管の同時施工

本体管 引込管

事業化時に既設占用制限の適用

40
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対象 新設電柱 既設電柱

道路区域内の
電柱

新築・改築等を
行う道路

（電線共同溝を
同時に整備）

道路区域外の
電柱

・避難路など防災上重要な道路等

・道路事業

・市街地開発事業

・開発許可を受けて行う事業 等

※歩行者の交通量が多い道路は３．５ｍ

・緊急輸送道路

防災 安全・円滑

省令改正（H31.4～）

運用通達（H28.4～）

・緊急輸送道路
（優先度の高い区間から

順次導入）

防災

 左記事業の実施と併せて行

うことができるときは、既設
電柱又は電線を撤去。

・沿道民地からの工作物等の倒壊による道路閉塞を防止するため、沿道区域

届出勧告制度の導入

運用通達（R3.9～）

運用通達（R5.6～）
・路側帯からはみ出した歩行者と車両の
接触の恐れが頻繁に生じている道路等

・道路構造令の幅員未満の幹線道路
（幅員７ｍ未満かつ５００台／日以上）

・バリアフリー基準
（有効幅員２ｍ※ ）未満の福祉施設周辺、 

通学路 等

電柱の占用制限の取組みの全体像

運用指針（H31.4～）

・更新又は移設により道路
閉塞のリスクが増大する
場合のみ

（無電柱化法第11条）

（道路法第37条）

（無電柱化法第12条）

（道路法第44条）

防災
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新設電柱の占用禁止・制限について

（道路の占用の禁止又は制限区域等）
第三十七条 道路管理者は、次に掲げる場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわ

らず、区域を指定して道路（第二号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。）の占用を禁止し、又は制限す
ることができる。

（無電柱化が特に必要であると認められる道路の占用の禁止等）
第十一条 国及び地方公共団体は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るために無

電柱化が特に必要であると認められる道路について、道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第三十七条第一項の
規定による道路の占用の禁止又は制限その他無電柱化の推進のために必要な措置を講ずるものとする。

無電柱化の推進に関する法律（Ｈ２８.１２成立、施行）

・緊急輸送道路（H28.4より実施中）

三 災害が発生した場合における被
害の拡大を防止するために特に
必要があると認める場合

一 交通が著しくふくそうする道路又
は幅員が著しく狭い道路について
車両の能率的な運行を図るため
に特に必要があると認める場合

二 幅員が著しく狭い歩道の部分に
ついて歩行者の安全かつ円滑な
通行を図るために特に必要があ
ると認める場合

・ 道路構造令の幅員未満の幹線道路
（幅員７ｍ未満かつ５００台/日以上）

・ 路側帯からはみ出した歩行者と車両
の接触のおそれが頻繁に生じている
道路 等

・ バリアフリー基準（有効幅員２ｍ※）未満の
福祉施設周辺、通学路 等

※歩行者の交通量が多い道路は３．５ｍ

（H30.3改正により追加）

都道府県・市町村向けに、占用制限の対象道路など、運用の考え方を示す

道路法

・避難路、原発避難路、津波避難
経路 等

運用指針 （H31.4.1都道府県担当部長、各指定市担当局長あて道路局路政課長他通知）

約9.7万km指定済約７km指定済 約58km指定済
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電柱の占用制限等 対象 指定延長

新設電柱
（道路法37条）

緊急輸送道路
（第3号指定）

約 ９．７ 万ｋｍ
（１００％）

バリフリ特定道路、通学路等
（第１号・2号指定）

約 ６５ ｋｍ

既設電柱
（道路法37条）

緊急輸送道路等の高速道路のインターチェンジから
広域防災拠点等の区間を中心に実施

約 ４８ ｋｍ

沿道区域届出勧告制度
（道路法44条の２）

緊急輸送道路等の高速道路のインターチェンジから
広域防災拠点等の区間を中心に実施

約 １４２ ｋｍ

電柱の占用制限等の指定状況
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緊急輸送道路における電柱の占用制限の実施状況

緊急輸送道路

既設電柱

※R8．3末時点

新たな電柱
H２８年より占用禁止措置を実施し、

約９．７万ｋｍ（１００％）措置済

44

（占用禁止措置済延長／全緊急輸送道路延長）
※高速道路・道路法以外の道路除く

〈 新設電柱の占用禁止措置状況 〉

既設の電柱
Ｒ５年９月より占用禁止措置の運用開始し

直轄国道で４１区間（約４８ｋｍ）措置済

○ 「新設電柱の占用制限」は、緊急輸送道路全体の１００％で実施済 （H28年度から開始）

〇 「既設電柱の占用制限」は、高速道路のインターチェンジから広域防災拠点等の区間を中心に実施

し、令和７年度末までに４１区間、約４８㎞を指定済。（R5年度から開始）

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

86.6% 86.6%
99.3% 99.7%

99.9%

44.2%
47.6%

85.7%
90.3%

97.5%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

R3.3 R4.3 R5.3 R6.3 R7.3 R8.3

直轄国道 補助国道・都道府県道 市区町村道（政令市含む）



通学路や特定道路における新設電柱の占用制限の活用

○ 歩行者量が多く車道へのはみ出しが多い歩道や十分な有効幅員が確保されていない歩道については、新
設電柱の占用禁止することができるが、現在は全国で約６５ｋｍしか指定されていない。

○ 高齢者や障害者、子供連れ、児童等が歩きやすい歩行空間を確保するため、｢新設電柱の占用制限｣の活
用を促進する。

・ 道路構造令の幅員未満の幹線道路
（幅員７ｍ未満かつ５００台/日以上）

・ 路側帯からはみ出した歩行者と車両の接
触のおそれが頻繁に生じている道路 等

・ バリアフリー基準（有効幅員２ｍ※）未満
の福祉施設周辺、通学路 等

※歩行者の交通量が多い道路は３．５ｍ

運用指針 （H31.4.1都道府県担当部長、各指定市担当局長あて道路局路政課長他通知）

【新設電柱の占用制限の活用事例】

兵庫県伊丹市（通学路）

【新設電柱の占用制限の活用事例】

兵庫県伊丹市（特定道路）

通学路にも指定されており、歩行者の安全かつ円滑な通行
図る必要性の高い道路でもあるため指定。

3.25m～

特定道路にも指定されており、駅へ通じる経路で歩行
者交通量も多いことから、十分な歩道幅員を確保する
必要があるため指定。

0.16km
0.23km
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区
域
指
定
範
囲

（
延
長
約
５
．
１

）
km

大垣IC

災害防災拠点
（大垣市民病院）

【 沿道区域・届出対象区域のイメージ 】

※ 届出対象区域は沿道区域の中で設定

沿道区域・届出勧告制度の導入状況

R７．３．３１指定

W=25.0m
3.0

中央分離帯

3.0
歩道

1.5
路肩

3.25
車道

3.25
車道

3.25
車道

3.25
車道

1.5
路肩

3.0
歩道

民 地道路区域民 地

最大20ｍ

沿道区域

最大20ｍ

沿道区域

【 導入事例（中部地方整備局 岐阜国道事務所）】

○ 沿道民地に新たに設置される電柱等に対して届出等を求め、必要に応じて是正勧告ができる沿道

 区域・届出勧告制度をＲ３年度に創設。

〇 高速道路のインターチェンジから広域防災拠点などの区間について、順次指定を進めており、

令和７年度末までに３３区間、約１４２㎞を指定。

国道258号

【
現
況
写
真 

】

国道258号

沿道区域
沿道区域

46



道路事業と併せた電線共同溝の整備

◼ 無電柱化法第12条では「道路事業や市街地再開発事業等が実施される場合には、電柱
又は電線を道路上において新たに設置しないようにすること」とされており、令和元年9月
に手引きを策定し、道路事業に併せて電線共同溝を整備する同時整備を推進。

◼ 令和元年度以降に事業化された事業では、約４割で同時整備を実施。
◼ 令和5年3月には手引きを改定し、対象となる事業、調整時期・内容等を明確したところで

あり、同時整備の徹底を図っていく。

402
（40％）

605
（60％）

実施 未実施

＜対象となる事業内容＞

○バイパス整備

○道路の拡幅整備
  （歩道・車道の拡幅、歩道・自転車通行帯等の設置等）

○道路の拡幅または拡幅を伴わない下記の整備
・交差点改良や道路照明設置等の交通安全施設等の整備
・道路空間の再構築

（道路構造の改良による歩道・自転車通行帯等の設置等）

【令和元年度以降に事業化された事業の同時整備の件数】

N＝1,007件
R8.3末時点
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条例により無電柱を義務化している事例 ー茨城県つくば市、神奈川県鎌倉市ー

つくば市無電柱化条例 鎌倉市無電柱化条例

目的

都市の防災機能の向上、安全かつ円滑な交通の確保
及び景観の整備を図ることを目的に、既に無電柱化
されている区域の無電柱化を維持するとともに、市
内全域で無電柱化を促進。

都市の防災機能の向上、安全かつ円滑な交通の確保
及び景観の保全に資することを目的に、既に無電柱
化が実施された路線や今後無電柱化が予定されてい
る区域において、二次開発等による電柱の建柱抑制
を図る。

概要

○条例で定める無電柱化区域において、電線類の敷
設を要請する者に対し、無電柱化を義務化（無電
柱化費用は要請者負担）。

○無電柱化区域外においても、無電柱化を努力義務
化。

○条例で定める無電柱化路線・区域において、電線
類の敷設を要請する者に対し、無電柱化を義務化
（無電柱化費用は要請者負担）。

施行時期 平成28年９月 令和７年４月

無電柱化区域 条例の対象となる路線・区域
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東京都における宅地開発の無電柱化条例について ※R8.3/31公布、秋頃施行予定

「東京都における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例」概要

【趣旨】

規制区域において宅地開発をしようとする者（開発事業者）は、技術的に困難であるなどの場合を除き、
電柱又は電線を開発区域内に新たに設置しないものとする。

【目的】

宅地開発における無電柱化を推進するために必要な措置を講じることにより、都市防災機能の強化、
安全で快適な歩行空間の確保及び良好な都市景観の創出に寄与。

【規制の内容】

規制区域において宅地開発（住宅用途かつ新たな道路の整備を伴うものに限る）をしようとする者に対
し、開発許可申請時に、開発区域における無電柱化の実施計画書の届出を義務付け。
⇒・計画書の全件公表
・無電柱化を実施しない旨の届出者及び届出義務違反には、指導、勧告、公表を実施

【規制区域の考え方】

《防災都市づくり推進計画に定めるエリア》

「東京都無電柱化計画」に定める重点整備エリア及び「防災都市づくり推進計画」に定める整備地域等
（令和8年3月31日 整備プログラム改定）《東京都無電柱化計画※》

《整備地域》 《重点整備地域》 《防災環境向上地区》

※次期「東京都無電柱化計画」の方針を公表（令和8年2月18日）。次期計画内容と整合を図り規制区域を定める。
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インセンティブを設けている事例 ー公共貢献として評価し容積率緩和（東京都、神戸市）ー

○ 東京都では、都市開発諸制度※１を活用する場合、開発区域内の無電柱化を要件とするとともに、区
域外の無電柱化を公共貢献として評価。また、都市再生特別地区※２において、開発区域外の無電柱化
を都市再生に対する貢献の一つとして評価し、容積率を緩和した事例がある。

○ 神戸市では、都市再生特別地区において、開発区域内の無電柱化を都市再生に対する貢献の一つとし
て評価し、容積率を緩和した事例がある。

※１ 特定街区、高度利用地区、再開発等促進区を定める地区計画、総合設計
※２ 都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積等の建築物を誘導する必要がある区域として、地方自治体が都市計

画に定めることができる地区。

概 要

事 例

【愛宕地区 (東京都)】 【新港町西地区(神戸市)】
活用した制度   ：都市再生特別地区
区域面積    ：約 3.3ha
容積率(緩和後)： A街区(北) 500%→500% (南) 200%→500%

B街区 200%→400％
用途    ：住宅、オフィス、店舗、文化・集客施設 等

活用した制度  ：再開発等促進区を定める地区計画
区域面積   ：約 0.6ha
容積率(緩和後)：F地区497%→1,300%    G地区520%→150% 

   H地区520％→580％
用途   ：住宅、事務所、店舗 等

イメージパース
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インセンティブを設けている事例  ー無電柱化により道路幅員基準を緩和（兵庫県芦屋市）ー

芦屋市住みよいまちづくり条例施行規則に係る技術基準において、以下を規定。
・予定建築物が戸建て住宅かつ開発区域面積が 1.0ha 以上の場合、原則無電柱化の実施が必要
・無電柱化を実施する場合、有効幅員の基準を 6.5m 以上から 6.0ｍ以上に緩和

概 要
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景観法に基づく制度を活用している事例  ー島根県松江市 景観計画ー

○ 景観計画において、宍道湖景観形成区域内の一部のゾーンにおける景観形成基準として、
・原則として電線類の地中化を図ること
・やむを得ない場合には、電柱はできる限り整理統合を図り、極力目立たない位置となるよう配慮する
こと

を規定。

○ その他のゾーンについては上記について努力規定が置かれている。

※景観計画：地方自治体が定めることのできる良好な景観の形成に関する計画（全国675自治体が策定
（令和7年3月末時点））。景観計画区域内において建築物・工作物の築造等を行う場合、予
め届出が必要。届出内容が自治体が定める景観形成基準（工作物の形態意匠の制限の一環と
して無電柱化推進を規定可能）に適合していない場合、設計変更等の勧告が可能。

概 要

※１ 原則として電線類の地中化を求めるゾーン
※２ できる限り電線類の地中化に努めるゾーン

宍道湖湖面ゾーン（河川区域）

水際景観ゾーン（道路より宍道湖側の地域）※１

築地松散居集落ゾーン（簸川平野に見られる散居集落地域）※２

湖畔田園ゾーン（道路より内陸側の田園地域）※２

湖畔集落ゾーン（道路より内陸側の集落地域）※２

湖畔都市ゾーン（道路より内陸側の市街化区域、用途地域）※１

出典：松江市HP

出典：松江市景観計画

52

第３回無電柱化推進の
あり方検討委員会資料



景観法に基づく制度を活用している事例  ー北海道倶知安町 景観地区ー

【ヒラフ高原景観地区】

出典：北海道開発局HP

○ 景観地区内において3,000 ㎡以上の開発行為等を行う場合は、無電柱とする。

○ 無電柱化に伴う地上機器等の電気設備は、主要幹線道路から目立たない場所に配置、又は建築物内に
収める等の対応とする。

○ 3,000 ㎡以上の開発行為等を行う場合は、予め町長の許可が必要であり、違反した場合は、許可の取
り消し、工事停止命令等が可能。

※景観地区：市街地の良好な景観の形成を図るため、市町村が都市計画に定めることができる地区。工作
物について条例で設置の制限を定め、予め計画を認定に係らしめることや、一定の開発行為
等について条例で一定の規制を設け、予め許可に係らしめることで、無電柱の推進が可能。

概 要
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市街地開発事業における
無電柱化推進のためのガイドライン

開発事業における
無電柱化推進のためのガイドライン

対象事業 土地区画整理事業、市街地再開発事業 等
開発事業

（都市計画法に基づく開発許可を受けた開発行為）

対象者 地方公共団体職員 等 地方公共団体職員、開発事業者、電線管理者

作成・改訂
経緯

令和４年５月作成
令和５年６月改訂（事例集の追加）

令和６年９月改訂（コスト縮減方策に関する記載の充実）

令和７年７月改訂（コスト縮減・合意形成に関する記載の充実）

令和５年５月作成
令和６年９月改訂（無電柱化実施事業の事例拡充）

令和７年６月改訂（コスト縮減方策、無電柱化実施時のポイント、
施工事例、自治体における制度面の取組事例等の拡充）

ガイドライン
のポイント

・関係者間の円滑な合意形成
・無電柱化のコスト縮減方策 等をとりまとめ、無電柱化に関する取り組みを支援

掲載内容

・無電柱化の基礎情報・法令や関係通知・支援制度
・無電柱化の実績と課題、留意点
・無電柱化費用のケーススタディ
・関係者間の合意形成における留意点
・事例地区の紹介

今後の改訂
の方向性

・関係者間の円滑な合意形成、無電柱化のコスト縮減方策など、参考となる事例・情報の共有・横展開を図る
・効率的な事業手法に関する記載の充実を図る

面整備事業における無電柱化推進のためのガイドラインの改訂・充実

○面整備事業における無電柱化を進めるため、地方公共団体や民間事業者等の実務担当者向けに、関係者間

の円滑な合意形成及びコスト縮減等について参考となるガイドラインを作成

○今後も、関係者間の円滑な合意形成・無電柱化のコスト縮減方策などについて参考となる事例等を追加するな

ど、ガイドラインの更なる改訂を実施するとともに、面整備事業等の実務担当者への共有や横展開を図っていく
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市街地開発事業における無電柱化推進のためのガイドラインの改訂

※ガイドラインは国土交通省都市局市街地整備課HPに掲載（https://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000085.html）

ガイドラインの構成

○市街地開発事業での無電柱化を進めるため、地方公共団体の市街地開発事業の担当者向けに、

関係者間の円滑な合意形成及びコスト縮減の実現に資するガイドラインを作成し、令和4年5月に公表し、令

和5年6月、令和6年9月に改訂を実施。

○地方公共団体や施行者（組合等）への調査・ヒアリングの結果等を踏まえ、効率的な施工法に関する取り組

み（他インフラとの同時施工、包括発注による工事期間・事業費縮減）、関係者間の合意形成における留意

点についての記載を充実化し、令和７年７月に改訂。

○無電柱化に係る基礎情報
・無電柱化の構造、事業手法
・新設電柱の抑制にかかる法令及び
関係通知 等

○市街地開発事業等における無電柱化
・市街地開発事業等における無電柱
化の実績、課題

○無電柱化費用のケーススタディ

○コスト縮減に向けた取り組み

○関係者間の合意形成における留意点

○無電柱化を実施した事例地区の紹介

記載を充実

○コスト縮減に向けた取り組み
無電柱化のコスト縮減、工期短縮に繋がるよう
・他インフラ（ガス・上下水道）との同時施工
・包括発注による工事期間・事業費縮減
について効果、適用条件、留意点を記載

○関係者間の合意形成における留意点
無電柱化の経験がない担当者でも円滑に無電柱化が
進められるよう
組合施行の土地区画整理事業における
・施行者（組合）、地方公共団体、関係事業者の役割
・各事業段階での調整事項
について詳細に記載

取り組みの概要

令和４年５月作成
令和５年６月改訂
令和６年９月改訂
令和７年７月改訂
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「開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン」改訂

○開発事業での無電柱化を推進するため、地方公共団体、開発事業者、電線管理者が実務を進める上で手助けと
なるよう、実務上の課題やその解決策、コスト縮減の実現に資するガイドラインを作成し、令和５年５月に公表。
 無電柱化事例集の拡充等を行い、令和６年９月に改訂。

○地方公共団体や開発事業者への調査・ヒアリングの結果等を踏まえ、無電柱化実施時のポイント・留意点や、無電
柱化事例集、地方公共団体における制度面での取組の記載等を充実化するとともに、低コスト手法の記述の拡充
等を図り、令和７年６月に改訂。

【基本編】
○無電柱化に関する基本的な情報
・無電柱化に係る制度・支援
・無電柱化の整備手法・事業手法

【実践編】
○低コスト手法の整理、ケーススタディ
○開発事業における無電柱化の実施
フロー・留意点

【事例編】
○無電柱化の先進事例
・無電柱化の規制・施策事例
・無電柱化の施工事例

【参考資料】
○無電柱化のQ＆A

※ガイドラインは国土交通省都市局都市計画課HPに掲載（ https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000011.html ）

○低コスト手法の整理の充実化
「無電柱化のコスト縮減の手引き」（令和6年3月国
土交通省道路局環境安全・防災課）等の内容を反映し、
低コスト手法に係る記述を拡充

○無電柱化実施時のポイント等の充実化
無電柱化を実施した開発事業者へのヒアリング等を
踏まえ、無電柱化を円滑に実施するために役立つ情報
を充実化

○地方公共団体における制度面での取組の事例拡充
条例・基準の策定等により、無電柱化を推進してい
る事例の掲載を拡充

○無電柱化の施工事例集の拡充
令和５年度に開発許可された事業における無電柱化
実施事例を掲載

ガイドラインの構成 改訂の概要

※赤下線は主な改訂箇所

令和５年５月作成
令和６年９月改訂
令和７年６月改訂
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無電柱化まちづくり促進事業を活用した無電柱化の実施状況

○土地区画整理事業、都市計画法の開発許可に基づく開発行為にて行われる宅地整備等での無電柱化を推

進するため、「無電柱化まちづくり促進事業」を令和4年度に創設し、活用箇所が拡大。

○更なる活用を図るため、都市局及び地方整備局等による説明会や研修、事務連絡等において、無電柱化ま

ちづくり促進事業の周知を自治体、民間事業者に対して複数回実施。

○今後も普及を図り、無電柱化の更なる促進に取り組む。

■活用状況

引き続き、普及を図り、事業の活用を促進

実施箇所数 実施箇所 備考

令和４年度 ５地区 東京都内 制度創設初年度

令和５年度 11地区 東京都内、茨城県、千葉県

令和６年度 21地区 東京都内、茨城県、千葉県、福岡県

令和７年度 24地区 東京都内、茨城県、福岡県、神奈川県、長野県 予定を含む

■活用事例

無電柱化まちづくり促進事業を活用した無電柱化の実施事例（東京都世田谷区） 無電柱化まちづくり促進事業を活用した無電柱化の実施事例（千葉県芝山町）
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○電線共同溝本体（管路、特殊部）の整備は、道路管理者が実施。建設負担金を除き、
国と地方公共団体が負担 （地方公共団体が整備する場合は、国が補助金等で支援）

○地上機器（トラ ンス等）・電線等の整備や建設負担金は、電線管理者が負担

電線共同溝の構造・費用負担

電線共同溝（管路直接埋設）

地上機器
（トランス等）

特殊部

ケーブル（電力）

管路

道路区域民地

特殊部

ケーブル（通信）
電線管理者負担

道路管理者負担

管路

管路

【費用負担割合】

地
上
機
器
・電
線
等

電
線
共
同
溝
本
体

電
線
管
理
者
負
担

道
路
管
理
者
負
担

道路管理者負担の
１／２

道路管理者負担の
１／２*

地
方
公
共
団
体

国

*現在の補助金では5.5/10等

建設負担金

※標準的なケースで国・地方公共団体・電線管理者が１/３ずつ負担
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「無電柱化推進計画」に定めた目標の確実な達成を図るため、同目標に係る地方公共団体による無電柱化の整備を
計画的かつ集中的に支援を実施。

制度の概要

補助対象者

・無電柱化推進計画事業を行う地方公共団体又は土地区画整理事業、市街地再開発事業等を施行する者に対しその経費の一部に
対して負担金の負担又は補助金の交付を行う地方公共団体

補助率

■現行法令に規定する補助率

・補助国道、都道府県道又は市町村道の改築
・・・５．５／１０

（これに加え、地域の財政力に応じた嵩上げが可能）
  ※沖縄県の区域内の地方公共団体に対しては、社会資本整備総合交付金

と同様、沖縄振興特別措置法施行令に基づく補助率を適用

事業のイメージ

良好な景観の形成

緊急輸送道路等の防災性の向上

整備前 整備後

・以下のいずれの条件にも該当する事業

事業要件

①「無電柱化推進計画」に定めた目標の確実な達成に資する
事業であって、「都道府県無電柱化推進計画等」（地方版
無電柱化推進計画）に位置づけられている事業※1

② 低コスト手法の活用や新技術・新工法の導入等の検討により
低コスト化に取り組む事業※2

※2 令和４年度末時点において本補助制度にて補助している事業は除く。

その他

PFI手法を活用する場合の国庫債務負担行為の年限は、
PFI法に基づき３０箇年以内

※1 道路の新設、バイパス整備及び道路拡幅のうち車線数の増加を伴う事業と
同時に行う無電柱化推進計画事業（土地区画整理事業、市街地再開発事業等
を施行する者に対しその経費の一部に対して負担金の負担又は補助金の交付
を行う事業は除く。）は除く。

無電柱化推進計画事業補助制度の概要
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○ 観光による地域振興に向けた無電柱化を推進するため、電線管理者の無電柱化を支援。
○ 具体的には、国際観光旅客税を財源に観光地における電線共同溝の電線管理者負担分や、電線

 管理者が実施する単独地中化の費用を国と地方公共団体が補助。

◼ 単独地中化方式【R1年度～】

◼ 共同管路方式【R6年度～】

電線管理者

電線管理者

1/3

地公体

1/6

国：国際観光旅客税

1/2

国：公共事業

1/2
地公体

1/2
電線管理者

道路管理者負担

国：公共事業

1/2
地公体

1/2

国
国際観光旅客税

1/2

電線管理
者

1/2

観光地域振興無電柱化推進事業の概要

○単独地中化方式（屋側・迂回配線含む）、共同管路方式により無電柱化に要する経費
○無電柱化に併せて電線管理者が行う情報提供設備や道路の美装化等、観光まちづくりに

 資すると認められる費用（※）
（※）地上機器へのWi-Fi設備による観光情報の提供、地上機器を活用した観光案内（地図など）の明示、無電柱化後の

歩道復旧の際に周辺の道路に調査した舗装の美装化、無電柱化と併せて、道路照明等の美装化や街路樹を整備

≪活用イメージ≫
富士山（静岡県富士市） 十和田湖（秋田県小坂町）

出雲大社神門通り（島根県出雲市） 国際通り（沖縄県那覇市）

≪補助内容≫ ≪補助割合≫

60

第１回無電柱化推進の
あり方検討委員会資料



無電柱化まちづくり促進事業の概要

■無電柱化まちづくり促進事業の概要

○ 市街地開発事業等における無電柱を進めるため、「無電柱化まちづくり促進事業」を令和4年度に創設

○ 施行者の負担の軽減により、市街地開発事業等の無電柱化を進めていく

新たな制度等の活用による施行者等の負担軽減（イメージ）

地上機器
・電線等

（約1.8億/km）

電線共同溝
本体

（約3.5億/km）

従来の要請者負担方式 地方公共団体施行

電線管理者

地方公共団体

国

1/2

1/2

電線管理者

国

民間等

地方公共団体

組合・民間等施行
（3,000㎡以上）

1/3

1/3

1/3

組合・民間等施行
（3,000㎡未満）

無電柱化まちづくり
促進事業により支援

要請者
＝施行者等

電線管理者

国

民間等

地方公共団体

1/5

2/5

2/5

約款改定により
電力事業者が負担

市街地開発事業等における新設電柱の抑制を図るため、電線共同溝方式によらずに実施される無電柱化に対する支援を
行い、地方公共団体と連携を図りつつ、小規模事業も含めた無電柱化の取組を促進する。

【交付要件】

①地方公共団体が策定する「無電柱化まちづくり促進計画」に基づく事業

②市街地開発事業等において電線共同溝方式によらずに行われる事業

③電線管理者が事業費の一部（地上機器・電線等）を負担する事業

【交付対象事業費】 無電柱化に係る設計費及び施設整備費（地上機器・電線等の工事費を除く）

【交付対象】 地方公共団体（事業者が組合・民間事業者等の場合は間接交付）

【国費率】 １／２
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固定資産税・占用料減免の概要

導入済
自治体数

■単独地中化

（都道府県）
４６

（市区町村）
２７３

■電線共同溝

（都道府県）
４０

（市区町村）
３１９

（上記以外の緊急輸送道路の場合）

固定資産税の課税標準を

４年間３／４に軽減

（道路法３７条に基づく占用制限区域の場合）

固定資産税の課税標準を

４年間１／２に軽減

高圧線

低圧線

通信線
トランス

分岐器（クロージャー）

地中化

通信管
低圧管
高圧管

地上機器

【対象施設】

地上機器
（トランス等）

通信設備（クロージャー等）

ケーブル

【特例措置の内容】

○ 電力事業者や通信事業者等が、無電柱化を行う際に新たに取得した電線等に係る固定資産税の
軽減措置の期限を令和６年度から令和９年度に延長。

○ 地中に埋設した電線類や地上機器等について、占用料の減額ができることを規定。直轄国道にお
いては令和２年度から単独地中化に係る占用料は徴収しないことを規定。（※地方道においては、
占用料の減額を各道路管理者が取り決め。）

固定資産税の減額
（H28～）

占用料の減額
（R2～）
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老朽化した電柱の更新に合わせた無電柱化の推進

○ 令和７年１月に発生した埼玉県八潮市での下水道管路の破損に起因した道路陥没事故を踏まえ、
占用物件の適切な維持管理の重要性が増大し、占用物件の安全性の確認を求めることとした。

○ 高度経済成長期に整備された多くの電柱において、老朽化が進行。

○ 今後、老朽化の状況も踏まえて無電柱化を検討するなど、効率的に無電柱化に取組む。

【電柱の老朽化の進行】

（出典）広域系統長期方針（広域連系系統のマスタープラン）〈別冊（資料編）〉2023年3月 資料を加工

※一般送配電事業者10社の設備（2020年度末時点）

建設から40～50年が経過

【電柱更新に合わせた単独地中化の事例】

電力レジリエンスの強化を目的に、樹木接触および倒木
による停電を回避する観点から、過去に電柱の更新に合
わせて、単独地中化方式による整備

施工写真

（出典）第３回無電柱化推進のあり方検討委員会（R7.10.1） 資料３を加工
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無電柱化の技術的な課題に対する検討体制

◯ 無電柱化に関する専門的・技術的な課題については、無電柱化推進のあり方検討委員会の下部
に設置している「無電柱化推進技術検討会」で具体策を検討

◯ これまで、コスト縮減・スピードアップ方策や面整備事業における無電柱化の推進について検討を
進めてきた。新たに｢施工技術改善WG｣を設置し、施工現場における課題改善など検討を進める。

無電柱化推進のあり方検討委員会

報告 付託

無電柱化推進技術検討会※

※【メンバー】
・屋井委員（東京科学大学 特任教授）
・秋葉委員（日本大学 生産工学部 教授）
・大木委員（早稲田大学 理工学術院 特任教授）
・大沢委員（日本大学 理工学部 教授）
・大庭委員（京都大学大学院 経営管理研究部 教授）

・送配電網協議会
・日本ケーブルテレビ連盟
・ NPO 電線のない街づくり支援ネットワーク
・UR機構

・日本電信電話㈱
・建設コンサルタンツ協会

・国交省道路局、都市局
（事務局）

・経産省（エネ庁） ・総務省

低コスト推進ＷＧ
無電柱化スピードアップ

ＷＧ
面整備事業における
無電柱化推進ＷＧ

施工技術改善WG

・排水側溝
・工事ロットの設定ガイド案の
作成

・モデル事業の課題整理、
対応策検討

・昼間施工、常設作業帯の
事例集の作成

・各種ガイドラインの更新

・多様な整備手法の検討

・施工上の課題解決と設計
計、施工業者の創意工夫
の現場導入検討

・特殊部コンパクト化

・地上配線

など

・宅地開発用の設備設計
マニュアル等の策定
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主な広報の取組

○ 「無電柱化の日」の11月10日に無電柱化に関する啓発イベントやパネル展等を開催
○ 国だけでなく地方公共団体等とも連携しながら広報・啓発活動を行うことが重要

完了式典（2025年4月28日）
【福岡県福岡市 志賀島】

令
和
7
年
9
月
に
発
生
し
た
台
風
15
号
に
伴
う
竜
巻
に
よ
り
、

静
岡
県
牧
之
原
市
を
中
心
に
79
本
の
電
柱
が
倒
壊
し
ま
し
た
。 写真提供：中日新聞社

考
え
よ
う
無
電
柱
化

11
月
10
月
は
無
電
柱
化
の
日

この画像をクリックすると無電柱化のページに遷移します

ポスター・HPなど イベント・式典など

令和７年度の主な広報・啓発活動

完成式典（2025年4月27日）
【岩手県宮古市】

無電柱化推進など（2025年10月26日）
【東京広域防災公園（そなエリア）】

トークショー（2025年11月8日）
【みちまちスクエアきた（大阪国道事務所）】

パネル展など

VR体験電柱ゲーム

※「無電柱化の日」に合わせて、その他の各地方整備局（事務所）や地方自治体においても広報誌への掲載やパネル展を実施

道路局HP（トップスライダーへ掲載）
R7年度版ポスター
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地方公共団体への技術的支援

◯ 無電柱化について市区町村の相談に応じる無電柱化ワンストップ相談窓口を全国10ブ
ロックに設置

◯ 地方ブロック毎に講習会を実施し、自治体等に対し今後の無電柱化整備方針や好事
例など無電柱化の取組を紹介

【ブロック別講習会の開催】

市区町村

助言・専門家派遣

事務局
（地方整備局 道路管理課）

無電柱化ワンストップ
相談窓口相談・要請

外部有識者
※（一社）建設コンサルタンツ協会

連携

電力会社

通信会社

ケーブル
テレビ会社

電線管理者

回答

照会

自治体の相談に
ワンストップで対応

事務局ブロック

北海道開発局 建設部 道路維持課北海道

東北地方整備局 道路部 道路管理課東北

関東地方整備局 道路部 道路管理課関東

北陸地方整備局 道路部 交通対策課北陸

中部地方整備局 道路部 道路管理課中部

近畿地方整備局 道路部 道路管理課近畿

中国地方整備局 道路部 道路管理課中国

四国地方整備局 道路部 交通対策課四国

九州地方整備局 道路部 道路管理課九州

沖縄総合事務局 開発建設部 道路管理課沖縄

※総務省、資源エネルギー庁にも窓口を設置

【ワンストップ窓口の設置】
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

現行計画（R３～R７）の進捗状況

○ 現行計画の目標は工事着手延長で設定しているため、工事の早

期完了よりも事業化に向けた調整に重点がおかれる傾向にあり、

事業箇所数が増え、予算・人員などのリソースが分散化した結果、

整備完了延長のペースが低下するとともに、離散的な整備により

纏まった効果が得られにくい状況

○ 着実な整備完了を図るため、特に防災に関して「整備完了目標」

を新たに設定

目標値
R7年度末

実績値※

R7年度末見込み

初期値

R1年度末：防災、交安

R2年度末：観光・景観

防災 52％ 48％
（63％）

38％
（43％）

安全・円滑 38％ 34％
（50％）

31％
（43％）

景
観
・観
光

世界文化
遺産

46地区 44地区
（49地区）

37地区
(47地区）

重要伝統的
建造物群保

存地区
67地区 60地区

（69地区）

56地区
（67地区）

歴史まちづ
くり法重点

地区
58地区 58地区

（67地区）

46地区
（65地区）

目標値
R7年度末

実績値※

R7年度末見込み

計画協議着手延長
4,000km

3,733km

(工事着手延長) （1,573km）

(3) 整備上の課題

※ 上段：工事着手ベース 下段：計画協議着手ベース

243
156 126

0

100

200

300

第６期 第７期 第８期

整備完了延長（年平均）の推移

無電柱化の事業プロセス

事業中延長（年平均）の推移

整備完了延長が
約0.5倍

○ 着手延長の目標は概ね達成

1,112 

2,090 

3,275 

0

1,000

2,000

3,000

第６期 第７期 第８期

事業中延長が

（km）

(1) 着手延長の目標と実績

（2） 施策別の工事着手率の目標と実績

(R３～R７)(H３０～R２)(H２１～H２９) (R３～R７)(H３０～R２)(H２１～H２９)

○ 全体として、防災について優先的に取り組んでおり、安全・

円滑については、歩道拡幅など用地買収を伴うケースが多く

工事着手まで時間を要する等の理由により進捗が低い状況

（km）

(4) レベニューキャップ制度の導入（令和５年度～）

約2.9倍

3,733km 
〈防災2,288㎞、安全・円滑316㎞、景観・観光79㎞、その他1,336㎞〉

1,573km 
〈防災1,092㎞、安全・円滑220㎞、景観・観光68㎞、その他  406㎞〉
〈 〉の数値は施策が重複

※

○ 電力事業者において、予算を確保しながら、単独地中化も含め、

必要な無電柱化を計画的に実施する体制を整備

○ 第１期期間（R5～R9）に、1,891km分の費用を託送料金に計上し、

電線共同溝及び単独地中化を推進。

○ 国が定める推進計画（R８～R12）の目標値を踏まえて、レベニュー

キャップ制度の次期目標値（R10～R14）を策定

次期計画（骨子）説明資料
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

防災分野の方針（案）

電柱の老朽化の状況も踏まえ、無電柱化を
検討

① 道路啓開の観点から高速ICから主要拠点間等を優先整備区間

 に設定して重点整備

① 維持管理状況を道路管理者と占用者

の間で定期的に共有

① 能登半島地震で、約3,480本の電柱倒壊などにより道路が閉塞

⑤ 既設電柱の撤去に向けた占用制限の指定が約４３㎞と取組が

 広がっていない

能登半島地震（R6.1）

③ 国土強靱化実施中期計画により重点的に進めている第一次

 緊急輸送道路に絞っても、完成までに３６年かかる

※無電柱化を実施した８市町約２０㎞では発災直後から緊急車両が通行できた

③ 切迫する巨大地震へ備えるため、今後３０年程度の中長期目標

 を設定

⑥ 早期に道路閉塞リスクを取り除くため、事業中区間は原則、

 既設電柱の占用制限を指定

⑤ 優先整備区間において、道路の沿道民地に新たに電柱が

 建たないよう、沿道区域届出勧告制度を積極的に活用

④ 優先整備区間における沿道民地の電柱について、多様な手法※

により無電柱化を推進 ※電線共同溝、要請者負担、単独地中化など 

② 電柱の老朽化の状況も踏まえ、

 無電柱化を検討するなど、効率的

 に無電柱化を推進

施工写真

※R６年度末：４３km指定済

※日本海溝・千島海溝地震、首都直下地震、南海トラフ地震など

    今後３０年で高い確率での発生が予測されている

② 市街地の緊急輸送道路を中心に無電柱化を進めてきたが、

 まだ約６５％の区間で電柱が残っている
※電柱が残っている区間のうち約２６％は道路区域外（沿道民地）

④ 道路啓開の観点から高速IC周辺など、市街地以外の無電柱化

 も進める必要

電柱なし
２５％

無電柱化
完了
１０％

工事中
４％

電柱あり
（道路区域

内）
４４％

電柱あり
（道路区域外）

１７％

６５％

緊急輸送道路（市街地） 約21,800㎞

② 着実な整備進捗を図るため、整備完了目標を設定

牧之原市の竜巻（R7.9）

※新設電柱の占用制限は１００％指定予定（R７年度）

既設架空ルートを地中
化
（整備距離：２孔 １６０
m）

：工事前（架空
ルート）
：工事後（地中
ルート）

更新

撤去
撤去

中日新聞社提供

(1) 現状 （2）今後の方針案

電力レジリエンス強化を目的に、
更新に合わせた単独地中化の事例

※R６年度末：２９km指定済

更新

：優先整備区間

：高速道路

：電柱あり（沿道区域）

：電線共同溝（未事業化）

：無電柱化済み

：電線共同溝（事業中）

：市街地

市街地

県庁
（主要拠点）

病院

IC

優先整備区間

沿道区域
届出勧告制

度

優先整備区間イメージ

凡例

① 八潮市における道路陥没事故を踏まえ、道路管理者として

 占用物件の維持管理状況の把握が必要

② 高度経済成長期に整備された

 電柱の老朽化が進行

コンクリート柱（6.6kv以下）の経年分布

約240,000本／年

※一般送配電事業者10社の設備（2020年度末時点）
（出典）広域系統長期方針（広域連系系統のマスタープラン）〈別冊（資料編）〉2023年3月 資料を加
工

建設から40～50年が経
過

電力柱の経年分布

※通信柱の経年分布は
不明
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「安全・円滑」「景観・観光」分野の方針（案）

① 通学路やバリアフリー特定道路など、歩道のない区間や、

歩道が狭い区間では電柱が障害となり、

安全な歩行空間が確保できていない

④ 狭隘な道路では、管路埋設や地上機器設置の空間確保が困難

② 通学路について、ゾーン３０プラスを対象に新たに

 指標を設定し、速度抑制策と合わせて安全を確保

③ 新設電柱の占用制限を特定道路・通学路に拡大

狭隘な場所での整備事例

④ 地域の実情に応じて、側溝配線や屋側配線など多様な手法を

活用し、ピンポイントで電柱を撤去する事も含め無電柱化を推進

ゾーン３０プラスの速度抑制策

② 市町村の無電柱化推進計画策定が進まない等の理由から、
 景観・観光関係者と道路管理者間の連携が、十分に図られて
 いない事例が存在

※地域の景観と一体となった無電柱化の工夫：
  立上げ管路の色彩や、地上機器の目隠し版 など

地上機器の目隠し版

① 市町村における無電柱化推進計画策定を働きかけるとともに、
 地域の景観・観光・無電柱化に関する計画の一体化等による
 面的な無電柱化の推進

② 地域の実情に応じて、側溝配線や
 屋側配線など多様な整備手法を活用

 （再掲）

立上げ管路

【凡 例】

急ブレーキ
※前後加速度0.3G以上

電柱位置

通学路
ゾーン３０プラス

電柱と車の急ブレーキ発生箇所

支障となる電柱支障となる電柱

滞留・通行空間の確保
視距の改善

迂回配線

部分地中化 屋側配線

② 学校周辺の面的な対策として、ゾーン３０プラスを展開
※全国で２６３箇所を指定

③ 交通安全の観点で新設電柱の占用制限の指定

 が約６５㎞と取組が広がっていない

① 観光の振興を図るため良好な景観形成が必要

※訪日外国人観光客が3,687万人と過去最高（R6年）

安
全
・ 

円
滑

① 特定道路において、電柱撤去により安全な

 歩道幅員を確保できる区間を優先的に整備

電柱撤去により幅員2.0ｍ
以上を確保できる事例

屋側配線
策定済

291
（17％）

未策定
1,427

（83％）

(1) 現状 （2）今後の方針案

③ 歴史的街並みの保全や修景整備など、景観に配慮した
整備手法の適用が求められる

景
観
・ 

観
光

局所的な無電柱化イメージ

市区町村における無電柱化推進計画策定の状況

※ゾーン３０プラス内の通学路の約７割に電柱が存在

※バリアフリー未対策区間の約４割に電柱が存在

歩行者（児童）の軌跡

電柱

10m

1m

電柱

0m 10m 20m 30m 40m 50m 60m

民地境界

路
肩

車
道
部

※電柱近傍で、車の急ブレーキが多発※歩行者は電柱を約１ｍ避けて通行

車道にはみ出る児童
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

占用制限・コスト縮減等の方針（案）

[ ]

② 既設電柱の占用制限や沿道区域届出勧告制度が進んでいない

狭隘な場所での備事例

① 緊急輸送道路では、新設電柱の占用制限を１００％達成（予定）

 する一方、その他の道路の指定は約６５㎞にとどまっている

③ 既設電柱の撤去を加速するため、

事業中区間は原則、既設電柱の占用制限を指定 （再掲）

② 優先整備区間において、道路の沿道民地に新たに電柱が 

 建たないよう、沿道区域届出勧告制度を積極的に活用 （再掲）

① 新設電柱の占用制限を特定道路・通学路に拡大 （再掲）

③ 新たな整備手法や施工現場の改善等に関わる知見を踏まえ、

 「コスト縮減の手引き（R6.3策定）を改定し、普及促進を図る

① 更なるコスト縮減に向け、地上配線や側溝配線など新たな手法

 も含め、多様な整備手法を活用

※側溝配線は全国のモデル地区（10箇所）で検証中

④ 包括発注等の手引きを作成し、地方公共団体への講習等を通じて、

 普及促進を図る

ＦＥＰ管のイメージ

【従来手法】 【浅層埋設】

（電力線） （通信線）

（管路）

（電力線） （通信線）

（管路）

水道管 水道管

掘削土量
の削減

管路部

【浅層埋設】

水道管

【従来手法】

（電力） （通信）

移設

水道管

掘削土量
の削減支障移設

の減少

特殊部

特殊部
の小型化

（電力）

（通信）

【従来手法】 【浅層埋設】

（電力線） （通信線）

（管路）

（電力線） （通信線）

（管路）

水道管 水道管

掘削土量
の削減

管路部

【浅層埋設】

水道管

【従来手法】

（電力） （通信）

移設

水道管

掘削土量
の削減支障移設

の減少

特殊部

特殊部
の小型化

（電力）

（通信）

移設 掘削土量
の削減

支障移設
の減少

新規事業化時のコスト縮減技術の活用状況

① 浅層埋設や低コスト管材の使用により設計上は、２割程度の

 コスト縮減が可能

② 低コスト手法の周知が徹底されて

 おらず、地方公共団体において

 コスト縮減策の適用が十分に進

んでいない

③ 契約手続きの進め方が分からない等の理由から、事業の

 スピードアップに資する包括発注方式の普及が進んでいない
※包括発注等の活用実績：１２自治体

浅層埋設従来工法

⑤ 施工事例等を整理した各種ガイドライン等の策定・更新や地方公

共団体における無電柱化推進の取組を収集・横展開することにより、

市街地開発事業等に合わせた無電柱化を着実に推進④ 市街地開発事業等において、コスト等の課題により無電柱化の   

取組が徹底されていない

※市街地開発事業において整備する幹線街路における無電柱化実施率

７８%（R４～６年度）

⑥ コスト削減に向け、宅地開発で整備される道路の規模・性質も

踏まえた宅地開発用の設備設計マニュアル等を策定

側溝配線の活用による
コスト縮減検討事例

※現地の状況により、一部適用ができない区間も存在

活用

非活用
直轄

１７％

８３％

活用非活用

補助

４９％５１％

※ 国土交通省調べ（R6年度末）

④ 電柱撤去を考慮した工事ロットの設定や管路の施工工程の見直し

 など道路管理者と電線管理者の連携を強化

③ 管路整備後、長期間にわたって電柱が撤去されていない場合   

がある

※ 国土交通省調べ（R6年度末）

約５割

電柱撤去の経過年数

１～３年
５２％

１０年以上
２７％

電柱
未撤去本数
（約5,800本）

４～６年
１１％

７～９年
１０％

② 品質確保や労働環境改善等の観点を含め、

 施工現場における課題の改善に向けた検討

体制を構築

※うち約５割は４年以上が経過

(1) 現状 （2）今後の方針案

ケーブル
保持ラック

さや管へケーブル
（低圧・通信）収容

排水側溝

高圧敷設

占
用
制
限
等

コ
ス
ト
縮
減
等
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